
●届出等事項に関する事項 

１． 当院は保険医療機関として次の施設基準に適合している旨、東北厚⽣局秋⽥事務所に    
届出を⾏っています。 

（１） 基本診療料の施設基準等に関する届出 
・療養病棟⼊院基本料１ 
・療養病棟療養環境加算１ 
・機能強化加算 
・データ提出加算 
・診療録管理体制加算 3 
・医療 DX 推進体制整備加算 

（２） 特掲診療料の施設基準等に関する届出 
・在宅療養⽀援病院（別添１の「第１４の２」の１の（１）に規定する施設基準） 
・在宅時医学総合管理料および施設⼊居時等医学総合管理料 
・在宅がん医療総合診療料 
・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影（１６列以上６４列未満のマルチスライスＣＴ） 
・胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 
・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 
・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 
・⼊院ベースアップ評価料 
 

２． ⼊院時⾷事療養（１）の届出を⾏っており、管理栄養⼠によって管理された⾷事を 
適時（⼣⽅については午後６時以降）適温で提供しております。           

  



 

●⼊院基本料に関する事項  

① Ａ病棟（49 床）では平均して 1 ⽇に 10 名以上の看護職員（看護師および準看護師）と、9
名以上の看護補助者が勤務しています。 

・朝 8 時３０分〜⼣⽅ 16 時 3０分までの看護職員 1 ⼈あたりの受け持ち数は 9 ⼈以内、看護
補助者 1 ⼈あたりの受け持ち数は 10 ⼈以内です。 

・⼣⽅ 16 時 30 分〜朝 8 時 30 分までは、看護職員 1 ⼈あたりの受け持ち数は 25 ⼈以内、⼣
⽅ 16 時 30 分〜朝 8 時 30 分までは、看護補助者 1 ⼈当たりの受け持ち数は 25 ⼈以内で
す。 
 

② Ｂ病棟（58 床）では平均して 1 ⽇に 7 名以上の看護職員（看護師および準看護師）と、10
名以上の看護補助者が勤務しています。 

・朝 8 時 30 分〜⼣⽅ 16 時 30 分までの看護職員 1 ⼈あたりの受け持ち数は 12 ⼈以内、看護
補助者 1 ⼈あたりの受け持ち数は 10 ⼈以内です。 

・⼣⽅ 16 時 30 分〜朝 8 時 30 分までは看護職員 1 ⼈あたりの受け持ち数は 58 ⼈以内、看護
補助者 1 ⼈当たりの受け持ち数は 29 ⼈以内です。 

 
 
 

  



 

●「個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書」の発⾏について 

 
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進して⾏く観点から、 

平成 28年 4⽉ 1 ⽇より、領収書の発⾏の際に、個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書
を無料で発⾏しています。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の⾃⼰負担のない⽅についても、平成 28年 4⽉ 
1 ⽇より、明細書を無料で発⾏しています。 
 
なお、明細書には、使⽤した薬剤の名称や⾏われた検査の名称が記載されるものですので、
その点ご理解いただき、明細書の発⾏を希望されない⽅は、会計窓⼝にその旨をお申し出下
さい。 
 
 
                               令和５年 11⽉ 30 ⽇ 

	

	 	



	

●保険外負担に関する事項	

	

1.「介護料」「衛生材料費」「施設管理料」「光熱費」等の費用は頂いておりません。	

	

	

2.希望者の方には、病衣を 1日６０円で貸与しています。また、以下の項目は	 	

日数・回数に応じた実費の負担をお願いしています。	

	

	

	 文書料（簡易診断書）１通につき	 	 	 	 ２，０００円	

	 	 	 	 （普通診断書）	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４，０００円	

	 	 	 	 （精密診断書）	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６，０００円	

ＴＶ使用料	 	 	 	 	 １日につき	 	 	 	 	 	 １００円	

郵送料	 	 	 	 	 	 	 １件につき	 	 	 	 	 	 １１０円	

	

	

おむつ	

	 カバータイプⅯ（22 枚）	 	 	 	 	 	 	 １，８３０円	

	 カバータイプＬ（22 枚）	 	 	 	 	 	 	 ２，２４０円	

	 パットプレミアム（48 枚）	 	 	 	 	 	 ２，２３０円	

	 パットスキンコンディション（45 枚）	 ２，７９０円	

	 パット（フォーレ用）（48 枚）	 	 	 	 	１，８４０円	

	 フラット（24 枚）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １，１００円	

	 はくパンツⅯ（20 枚）	 	 	 	 	 	 	 	 ２，７００円	

	 はくパンツＬ（18 枚）	 	 	 	 	 	 	 	 ２，７００円	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （以上税抜き価格）	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２０２５年７月１日	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 細谷病院	 	



	

●当院では「かかりつけ医」として次の取組を⾏っています 
 
※他の医療機関の受診状況及び、お薬の処⽅内容を把握したうえで服薬管理を

⾏っております。 
※健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じております。

また必要に応じて専⾨の医師や医療機関をご紹介いたします。 
※介護・保険・福祉サービスに関するご相談に応じています。 
※夜間・休⽇などの緊急時の対処⽅法について情報提供たします。 
 
 
ホームページや「医療情報ネット」を検索いただくことで、インターネットでの
当院の情報閲覧が可能となっておりますのでご利⽤ください。 

 
                         2022年 4⽉ 1 ⽇ 

                      細⾕病院 
 

 


